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第２部 京都府環境行政を巡る情勢

第１章 京都府環境施策の概況

第１節 京都府環境施策の流れ

１ 産業型公害問題への対処

我が国は、昭和30年～40年代に世界に類のない高度経済成長を遂げましたが、一方で産業活動に伴

う大気汚染や水質汚濁などの産業型公害＊が全国的に拡大しました。国は、42年に公害対策基本法を

制定するとともに、大気汚染、水質汚濁等の個別法を順次整備して規制等を強化するとともに、46年

には公害行政を総合的に実施するため、環境庁を設置しました。

この間、府においては、淀川水系河川の水質汚濁等の問題があり、企画管理部を窓口に庁内関係課

がそれぞれ分掌して処理していましたが、国の法整備に伴い、44年に衛生部環境衛生課に公害係を設

置し、翌45年には同係を公害課に昇格させ、更に46年にはいわゆる「上乗せ規制＊」を盛り込んだ府

公害防止条例を制定、47年には府公害対策審議会、府水質審議会を設置する等、公害行政を積極的に

行ってきました。

２ 都市・生活型公害への対処

このような規制強化に加え、環境技術の進展等により、特定の地域に健康被害をもたらす産業型公

害は減少しました。しかし、経済社会活動やライフスタイルが変化する中で事業活動や日常生活に伴

う環境負荷が増大し、自動車交通公害や生活排水公害、廃棄物問題など、加害者・被害者が不特定な

都市生活型公害がクローズアップされるようになり、また、自然環境の保全に対する意識も高まって

きました。

府においても、都市生活型公害が顕在化してきたため、47年に京都府淀川流域公害防止計画を策定

し、開発等によって失われる自然環境を保全するため、48年に府自然環境保全審議会を設置し、56年

に府自然環境の保全に関する条例を制定しました。

３ 地球環境問題の意識の高まり

また一方で、地球環境問題が大きな国際課題となってきました。47年にローマクラブが「成長の限

界」を発表し、同年、国連人間環境会議（ストックホルム会議）が開催され、「人間環境宣言」を採

択したほか、ラムサール条約（特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約）やワシン

トン条約（絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約）が相次いで採択されました。

また、４年には気候変動枠組条約が採択されるとともに、「環境と開発に関する国連会議」(地球サ

ミット)が開催されました。このような状況の中で、我が国の社会を環境への負荷の少ない持続的発

展が可能なものに変革し、新たな環境政策を総合的に展開していくため、５年には公害対策基本法に

代わり環境基本法が制定され、６年には環境基本計画が策定されました。

更に、９年には京都で気候変動枠組条約第３回締約国会議（ＣＯＰ３（地球温暖化防止京都会議）

＊）が開かれ、温室効果ガス＊の削減等を目的とした「京都議定書＊」が採択されました。このＣＯ

Ｐ３は、開催地・京都にとって、単なる国際会議を超えた大きな意味や影響を持つものとなりました。

155ヵ国の締約国政府代表団やオブザーバー、国内外から多数のＮＧＯや報道関係者など、会議の参

加者は合計で約１万人にも上り、会場での活発な議論にとどまらず、会期中はもちろん、会期前にも

会場周辺地などでＮＧＯや府・市民による様々なロビー活動や環境パフォーマンスが繰り広げられ、

府民の地球環境保全に向けた意識の高揚に大きく寄与しました。

京都議定書の運用ルールを巡る交渉は、各国の対立等の困難を乗り越え、16年のロシア連邦の批准

を受けて17年２月に発効しました。
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４ 「環境先進地・京都」を目指して

こうした世界や国の動きに対応する形で、府においても「府公害防止条例」に代わり、７年に「府

環境を守り育てる条例」を制定し、10年には「府環境基本計画」を策定するなど、「京都議定書誕生

の地」として「環境先進地・京都」を目指した取組を進めてきました。

11年には「京と地球の共生計画－地球温暖化対策推進版－」を策定し、全国トップレベルの温室効

果ガス削減目標を掲げ、14年には「地球温暖化対策プラン」を策定（16年、17年、18年、19年、20年、

21年に改定）し対策を進めるとともに、17年12月には、京都議定書の発効を踏まえ、府民総参加の下

で地球温暖化防止の取組を推進するために「府地球温暖化対策条例」を制定しました。18年には、条

例を踏まえて、新たに「府地球温暖化対策推進計画」を策定しました。

また、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済システムから脱却し、廃棄物を抑制し、再利用

する等循環型社会を目指して、国においては、12年に循環型社会形成推進基本法等関連法が制定、改

正されました。府においても、ごみ処理や産業廃棄物対策に合わせ、15年３月には、廃棄物の減量・

リサイクルを推進するため、循環型社会の形成を推進していくための指針として「府循環型社会形成

計画」を策定、更に産業廃棄物税条例（17年４月施行）を制定し、循環型社会を目指した取組を進め

ています。

さらに、13年４月には、悪質・巧妙化する不法投棄等の防止を専門に担当する「不法投棄等特別対

策室」を全国に先駆けて設置、14年には「府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例」を制定しま

した。

表２－１ 主な環境施策年表

年 国 ・ 世 界 の 動 き
昭和

42年 公害対策基本法制定

43年

44年

45年 公害国会　公害関連14法案成立 衛生部に公害課を設置

46年 環境庁発足 公害防止条例施行
公害研究所設置

47年 国連人間環境会議開催、人間環境宣言採択 公害対策審議会、水質審議会設置
国連環境計画（ＵＮＥＰ）設立
自然環境保全法制定

48年 ワシントン条約採択 衛生部に公害対策室設置
自然環境保全審議会設置

50年 公害審査会設置

51年 衛生研究所と公害研究所を統合（衛生公害研究所）

56年 自然環境の保全に関する条例制定

60年 オゾン層保護のためのウィーン条約採択

61年 水質審議会を公害対策審議会へ統合

62年 モントリオール議定書採択 公害対策室を環境対策室に改称、室内担当を再編整備

63年 オゾン層保護法制定
平成

元年 環境影響評価要綱制定

２年 緑と文化の基金設置

３年 京都の自然200選（植物部門）選定

４年 地球サミット（アジェンダ21*合意）開催 環境対策室に環境企画課及び環境管理課を新設
気候変動枠組条約、生物多様性条約採択 温泉審議会を自然環境保全審議会に統合

産業廃棄物処理計画策定
京都の自然200選（動物部門）選定

５年 環境基本法（公害対策基本法廃止）施行 京都の自然200選（地形・地質部門）選定

６年 環境基本計画策定 環境審議会設置（公害対策審議会廃止）

７年 容器包装リサイクル法制定
生物多様性国家戦略策定

環境企画課及び環境管理課を保健環境部から企画環境部に移管
京都の自然200選（歴史的自然環境部門）選定

京 都 府 の 動 き

大気汚染防止法、騒音規制法施行に伴い、衛生部環境衛生課で事務を担当

衛生部環境衛生課に公害係、衛生研究所に公害調査課を設置

環境を守り育てる条例制定（公害防止条例・自然環境の保全に関する条例
廃止）
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年 国 ・ 世 界 の 動 き

９年 地球温暖化防止京都会議（「京都議定書」採択）開催 ナホトカ号重油流出事件
環境影響評価法、新エネルギー法制定 京都新エネルギービジョン策定
地球温暖化対策推進大綱決定

10年 家電リサイクル法制定、廃棄物処理法改正 環境基本計画策定
省エネルギー法改正、地球温暖化対策推進法制定 企画環境部に環境政策監と地球環境対策推進室を設置

環境影響評価条例制定

11年 ダイオキシン類対策特別措置法、ＰＲＴＲ法制定

ＩＳＯ14001認証取得

12年 循環型社会推進課設置

廃棄物処理法、資源有効利用促進法改正、新環境基本計画策定 家畜排せつ物の利用の促進を図るための京都府計画策定

13年 環境省発足 不法投棄等特別対策本部、不法投棄等特別対策室設置
フロン回収破壊法、ＰＣＢ特別措置法制定 地球にやさしい21世紀府庁プラン策定
自動車ＮＯｘ・ＰＭ法改正、ＰＯＰｓ条約採択 府庁グリーン調達方針施行

14年 新地球温暖化対策推進大綱決定 レッドデータブック発刊
新生物多様性国家戦略策定 産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例制定
京都議定書批准、地球温暖化対策推進法改正

15年 第３回世界水フォーラム開催 循環型社会形成計画策定
循環型社会形成推進基本計画策定 産業廃棄物政策室、地球温暖化対策プロジェクト設置

環境保全・教育推進法制定 地球温暖化防止活動推進センター指定

第１期京都府地球温暖化防止活動推進員委嘱

『環』の公共事業行動計画策定

16年 廃棄物処理法改正 産業廃棄物税条例制定
大気汚染防止法改正 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画策定
外来生物法制定 京都グリーン購入ネットワーク設立

環境配慮促進法制定 地球温暖化対策プラン（改訂版）策定

『環』の公共事業行動計画ガイドライン策定

17年 京都議定書発効

京都議定書目標達成計画策定

第２期京都府地球温暖化防止活動推進員委嘱

地球温暖化対策条例制定

地球温暖化対策プラン（17年度改定版）策定

18年 石綿健康被害救済法制定 企画環境部に環境技術専門監を設置

第三次環境基本計画策定 地球にやさしい府庁プラン策定

地球温暖化対策推進計画の策定

地球温暖化対策プラン（18年度改定版）策定

産業廃棄物の減量・リサイクル戦略プラン策定

19年 エコツーリズム推進法制定 京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例

制定

『環』の公共事業行動計画ガイドライン（改定版）策定

循環型社会形成計画の中間見直し

地球温暖化対策プラン(19年度改定版）策定

丹後天橋立大江山国定公園指定

20年 生物多様性基本法制定

地球温暖化対策推進法改正
第二次循環型社会形成推進計画策定

地球温暖化対策プラン(20年度改定版）策定

21年 自然公園法及び自然環境保全法改正 電気自動車等の普及の促進に関する条例制定

海岸漂着物処理推進法制定 土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例制定

地球温暖化対策プラン(21年度改定版）策定

森林利用保全指針策定

けいはんなエコシティ推進プラン

家畜排せつ物の利用の促進を図るための京都府計画改定

22年 電気自動車等普及促進計画策定

京 都 府 の 動 き

京都府民の生活環境等を守るための硫酸ピッチ*の規制に関する
緊急措置条例制定

建設リサイクル法、グリーン購入法制定
循環型社会形成推進基本法、食品リサイクル法制定

ごみ処理広域化計画、京と地球の共生計画（地球温暖化対策推
進版）策定

土壌汚染対策法、新エネルギー等利用法、自動車リサイクル
法、自然再生推進法、エネルギー政策基本法制定、省エネル
ギー法、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律改正

地球温暖化対策プラン策定

地球温暖化対策推進法、廃棄物処理法、省エネルギー法改正

建築物の解体等に伴う石綿の飛散防止に関する緊急措置条例制
定

環境審議会と自然環境保全審議会を統合し、環境審議会を設置

企画環境部から文化環境部に再編し、６室１プロジェクトを５
課に再編、部局再編に伴い公園緑地課所管の自然公園に関する
事務を自然環境保全課に移管

京都エコエネルギープロジェクト全面稼働

４課(１課内室)１プロジェクトを、６室１プロジェクトに再編
（自然・環境保全室を設置）



- 16 -

第２節 京都府環境行政の基本方針

府の環境行政の推進は、「府環境を守り育てる条例」（７年12月に制定）と10年９月に策定された「府

環境基本計画」及び13年１月に策定された「新京都府総合計画」が基本となっています。

１ 府環境を守り育てる条例の概要

府では、環境問題の構造的変化や地球環境問題への取組の必要性の高まり等に適切に対応するため、

「府公害防止条例」及び「府自然環境の保全に関する条例」を統合するとともに、従来の枠を超えた

新たな環境行政の枠組を整備し、７年12月に「府環境を守り育てる条例」を制定しました。

■条例の特徴

① 自然とのふれあいの場の確保、緑化等の推進、野生動植物の生息等への配慮など身近な自然

環境の保全等に関する規定を持つこと。

② 歴史的遺産や社寺林など歴史・文化的資源の保全に係る規定を持つこと｡

③ 規制手法に加え、工場等の事業者に自主的な環境管理規定を定めたこと。

④ 自動車のアイドリング・ストップやごみのポイ捨て禁止などを規定。観光旅行者などの責

務も規定するなど観光地京都の環境保全に配慮していること。

⑤ 自動車交通公害や生活排水、廃棄物減量など都市・生活型公害や地球環境の保全など幅広い

環境問題を対象としていること。

図２－１ 府環境を守り育てる条例と府環境基本計画等の体系図

●

　　　　    　　８条 ●

● 環境施策の大綱

● 京都府の将来環境ビジョン

● 施策推進の目安（数値目標）の提示

■ 府環境影響評価条例（10年10月制定）

■ 府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例(14年12月制定)

■ 府硫酸ピッチ規制条例（15年12月制定）

■ 府産業廃棄物税条例（16年３月制定）

■ 府建築物の解体等に伴う石綿の飛散防止に関する緊急措置条例（17年10月制定）

■ 府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（21年３月制定）

■ 府地球温暖化対策条例（17年12月制定）

■ 府電気自動車等の普及の促進に関する条例（21年３月制定）

■ 府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例（19年10月策定）

個 別 条 例 ■ 京と地球の共生計画（９年３月策定）

・ ■ 地球温暖化対策推進計画（18年10月策定）

計 画 等 ■ 地球にやさしい府庁プラン（18年９月策定）

■ 地球温暖化対策プラン（14年12月策定、16、17、18、19、20、21年12月改定）

■ けいはんなエコシティ推進プラン（21年12月策定）

■ 電気自動車等普及促進計画（22年３月策定）

■ 府ごみ処理広域化計画（11年３月策定）

■ 府循環型社会形成計画（15年３月策定、19年３月中間見直し）

■ 産業廃棄物の減量・リサイクル戦略プラン（18年12月策定）

■ 府ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画（16年７月策定）

■ 『環』の公共事業行動計画（15年12月策定、19年12月改定）

■ 京都新エネルギービジョン（９年３月策定） 等

● 京都府づくりの指針

● 京都府の進むべき方向や目標、その実現に向けた方策を明記したおおむね10ヶ年の計画

● 施策推進の目安（数値目標）の提示

● 施策展開の視点の１つに「環境への配慮」を提示

● 施策推進の戦略として「京と地球の共生社会」創造プロジェクトを推進

府環境を守り育てる条例 公害防止条例等これまでの条例を統廃合、地球環境、都市・生活型公害、自然環境保
全等を含む、広く総合的な枠組みを整備（Ｈ７．12制定）

（Ｈ13．１策定）

府 環 境 基 本 計 画
（Ｈ10．９策定）

新 京 都 府 総 合 計 画

アイドリング・ストップ、ポイ捨て禁止（努力義務）等、幅広い者に環境保全の考え
方を提起
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２ 府環境基本計画の概要

府環境基本計画は、府環境を守り育てる条例第８条に基づく「環境の保全及び創造に関する総合的

・長期的な施策の大綱」として、10年９月に策定したものです。

この計画は、府環境行政のマスタープランであると同時に、「将来のあるべき環境像をどう目指し

ていくのかを指し示す」ビジョンとしての役割を併せもって策定されており、達成すべき内容につい

ては21世紀半ばを視点においています。また、長期的目標実現のため、10年度から20年度までを計画

期間として施策目標や施策の方向を体系化しています。

なお、現在、次期府環境基本計画の策定に向けて、府環境審議会において審議を進めているところ

であり、今後は、新たに策定する次期府環境基本計画に基づき環境施策の推進を図っていくこととし

ています。

３ 新京都府総合計画の概要

新京都府総合計画は、13年１月に京都府づくりの基本的な指針となるものとして策定されました。

計画では、京都府の目指す将来像の一つに「人と自然が共生する循環型社会」を、また、施策展開

の視点の一つに「環境への配慮」を掲げたほか、新しい時代に必要なプロジェクトとして「循環」と

「共生」を基調とした持続可能な循環型社会に変えていくシステム作りや、足もとからのライフスタ

イルの変革につながる環境学習への取組を提示した「京と地球の共生社会創造プロジェクト」を盛り

込むなど、府の環境保全に対する強い姿勢を示したものとなっており、計画期間は13年から22年まで

の10年間となっています。

また、新京都府総合計画実現のための中期ビジョン『「人・間中心」の京都づくり５つのビジョン』
にんげん

（17年３月策定）の一つのビジョンとして、府民との協働により豊かな環境と新しい京都文化が創造

される個性ある地域づくりを目指す「環境・文化創造の京都」を実現することとしており、その中で、

「京都議定書誕生の地にふさわしい脱温暖化社会と循環型社会づくり」や「美しい自然を大切にし、

守り育ててきた京都ならではの地域づくり」を府民の皆さんと進めていくこととしています。

なお、現在、新京都府総合計画の計画期間満了後の新たなビジョン等について、「明日の京都」ビ

ジョン懇話会において検討を進めています。

第３節 京都府環境基本計画の推進状況

府環境基本計画の策定以後、府では、府環境影響評価＊条例の制定や京 と 地 球の共生府民会議の
きょう アース(あす)

設立、環境教育・学習の推進、地球温暖化対策の推進、国際協力の推進、府自然環境保全地域の指定、

府レッドデータブック＊の作成、「府ごみ処理広域化計画」や「府循環型社会形成計画」の策定、ダ

イオキシン類調査の実施、15年４月に施行した「府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例」をは

じめとする不法投棄対策の強化、フロン＊の適正な回収・処理の推進など幅広い分野で、計画に示し

た方向に沿って着実に施策を進めています。

今後も、引き続き個別の施策を着実に推進することはもとより、庁内の総合力を一層高め、庁外の

様々な主体とも連携しながら、環境施策に取り組んでいくこととしています。


